
 

居宅介護支援サービス 

重要事項説明書 

 

この居宅介護支援サービス重要事項説明書は、社会福祉法人優希会が開設する社会福祉法人優希会居

宅介護支援センターみらい（以下、「本事業所」とします)が、お客様に居宅介護支援サービス（以下、

本サービス）とします）を提供するにあたり、お客様やそのご家族に対し、社会福祉法人優希会及び本

事業所の事業運営規程の概要や勤務体制等、お客様のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

記載したものです。 

 

第 1 条(本サービスの目的) 

本事業所は、要介護状態にあるお客様の依頼により、お客様の心身の状況等に応じた適切な居宅サー

ビス計画（ケアプラン)の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に沿って指定居宅サービス等

の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整及びその他の便宜を図ることを目的とし

て、本サービスを提供します。 

 

第 2 条(本サービスの基本方針) 

本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき本サービスを運営するものとします。 

（１）要介護状態にあるお客様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常

生活を営むことができるように配慮します。  

（２）お客様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、お客様の選択に基づき、適切な保健、医

療または福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。  

（３）指定居宅介護支援の提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、常にお客様の立場に立っ

て、お客様に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の指定居宅サービス事業者に

不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとします。 

（４）市区町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護

保険施設、地域包括支援センター、指定特定相談支援事業者等との連携に努めるものとします。 

（５）従業者の教育研修を重視します。 

（６）正当な理由なく本サービスの提供を拒まないものとします。 

R6.4改定 



第 3 条(本サービスの実施に関する具体的方針)  

本事業所は、次に掲げる具体的方針に基づき、本サービスを実施するものとします。  

（１）本事業所は、要介護状態にあるお客様が指定居宅サービス等を適切に利用することができるよう

お客様の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく

指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、連絡調整、紹介等を行います。また、お客様が介

護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設との連絡調整、紹介等を行います。 

（２）居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス事業者について、お客様は本事業所に対し、複

数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること及び当該事業者を居宅サービス計画に

位置付けた理由を求めることができるものとします。  

（３）本サービス利用中に、お客様が病院または診療所に入院する必要が生じた場合においては、お客

様自身で担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先に伝えていただく必要があります。 

（４）介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける

場合、その利用の妥当性を検討したうえで、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記

載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出るものとします。 

（５）介護支援専門員は、お客様が医療サービスの利用を希望される場合その他必要な場合において主

治医等の意見を求めるものとします。また、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サー

ビス計画を主治医等に交付いたします。 

（６）介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等からお客様に係る情報の提供を受けたときその他

必要と認めるときは、お客様の服薬状況、口腔機能その他のお客様の心身または生活の状況に係

る情報のうち必要と認めるものを、お客様の同意を得て主治医等に提供するものとします 

（７）介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、当該計画に

祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、その

継続の必要性について、検証をしたうえで、継続が必要な場合にはその理由を居宅サービス計画

に記載します。 

（８）介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、当該計

画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載します。 

（９）介護支援専門員は、要介護認定を受けているお客様が要支援認定を受けた場合には、地域包括支

援センターに当該お客様にかかわる必要な情報を提供する等の連携を図ります。 

（10）本事業所は、指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるにあたっては、その

業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮します。 



（11）本事業所は、地域包括支援センター等が主催する地域ケア会議からお客様に関する資料または情

報の求めがあった場合には、介護保険上の位置付けに基づき、協力いたします。 

 

第 4 条(法人概要) 

（１）法人名称  ： 社会福祉法人優希会 

（２）法人所在地 ： 青森県上北郡東北町大字大浦字舘野２番地１ 

（３）電話番号  ： 0176-56-3535 

（４）代表者氏名 ： 米倉 俊男 

（５）設立    ： 平成 15 年 3 月 28 日 

（６）実施事業  ： 保育事業・介護事業 

 

第 5 条(本サービスを提供する事業所) 

1 提供できる居宅サービスの種類と地域は次のとおりです。 

事業所名 居宅介護支援センターみらい 

所在地 青森県上北郡東北町大字大浦字唐虫沢 44 番 179 

電話番号等 TEL 0176-56-3722    FAX 0176-56-3715 

指定事業所番号 0272501735 

通常の事業の実施地域 東北町 

2 本事業所の従業者体制は次の通りです。         （    年   月   日現在） 

職  名 常勤 非常勤 合計 資格等 兼務の有無 

管理者 1 名 名 1 名 介護支援専門員（経過措置）   有 

介護支援専門員 1 名 名 1 名 介護支援専門員   有 

事務職員 名 1 名 1 名 なし   有 

3 サービス提供時間帯は次のとおりです。 

   営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 午前 7 時 50 分～午後 4 時 50 分 

休業日 土曜日、日曜日、12 月 31 日～1 月 3 日 

※休業日及び営業時間外であってもサービスを提供する場合があります。  

 

 

 



4  前項の各従業者の職務内容は次のとおりです。 

（１）管理者は、本事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込

みにかかわる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。また、本事業所

の介護支援専門員その他の従業者に厚生労働省令に定められた指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準、市区町村が条例で定める基準(以下、「基準等」とします)を遵守さ

せるために必要な指揮命令を行います。 

（２）介護支援専門員は、お客様からの相談を受け、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービス計

画を作成すると共に円滑なサービスの利用に資するよう、市区町村、指定居宅サービス事業者、

医療機関及び介護保険施設等との密接な連携を図ります。   

（３）事務職員は、本事業所運営時に必要な事務を行います。 

 

第 6 条(サービス内容及び実施手順) 

本事業所は介護保険法で定める本サービスを実施します。本サービスの申込みからサービス提供ま

での流れは次のとおりです。なお、各サービスの内容やその実施方法等の詳細につきましては、従

業者(第 8 条参照)までお気軽におたずねください。 

（１）被保険者証の確認 

お客様から本サービスの提供を求められた場合は、お客様の被保険者証によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効間を確認します。 

（２）重要事項説明書による説明・同意 

本サービスの提供の開始に際し、重要事項説明書(本書類)を交付して説明を行い、本サービス

の提供の開始について、同意をいただきます。 

（３）契約の締結 

重要事項説明書の同意後、契約書の締結を行います。  

（４）課題分析の実施 

お客様の居宅を訪問し、お客様及びそのご家族に面接して、課題の把握及び分析(アセスメン 

ト)を行います。 

（５）居宅サービス計画原案の作成 

前項のアセスメントの結果に基づき、居宅サービス計画原案を作成します。 

 



（６）サービス担当者会議等による専門憶見の聴取 

お客様及びそのご家族の参加を基本とし、サービス担当者会議の開催により、お客様の状況等 

に関する情報を担当者と共有するとともに、前項の居宅サービス計画原案の内容について、担

当者から意見を求めます。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する 

照会等により意見を求めることとします。なお、サービス担当者会議の開催場所は、お客様の

居宅または本事業所内の相談室等とします。 

（７）居宅サービス計画の説明・同意・交付 

居宅サービス計画の内容についてお客様またはそのご家族等に対して説明し、文書によりお客

様の同意を得ます。また、当該居宅サービス計画をお客様及び担当者に交付します。 

（８）担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 

担当者に居宅サービス計画を交付した際は、担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、

居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認することとします。 

（９） 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等 

居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行います。 

モニタリングにあたっては、お客様及びそのご家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継

続的に行うこととし、特段の事情のない限り、少なくとも 1 月に 1回、お客様の居宅を訪問

し、お客様に面接し、モニタリングの結果を記録します。 

（10） 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取、

お客様が要介護更新認定または要介護状態区分の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者

会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地か 

らの意見を求めます。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会

等により意見を求めることとします。  

（11）居宅サービス計画の変更 

居宅サービス計画を変更する場合は、上記(4)から(8) に規定する一連の業務を行います。 

 ただし、お客様の希望による軽微な変更を行う場合を除きます。 

 

 

 

 



第 7 条(本サービスの実施に関する留意事項 ) 

1.本事業所では、金銭授受の取り扱いを以下のようにさせていただきます。ご不明の点がございまし

たら直ちに本事業所までご連絡ください。 

 (1)お客様の預金通帳・キャッシュカード・クレジットカード・健康保険証・印鑑・その他有価証券

等をお預かりすることはできかねますのでご了承ください。  

(2)お客様の預金通帳・キャッシュカード・クレジットカード・健康保険証・印鑑・その他有価証券

等が保管されている場所はお聞きいたしません。 

(3)銀行等での出入金、振込み等の代行はできません。 

(4)従業者個人によるお客様との金銭の貸し借りについては、一切行いません。 

2. 従業者個人の住所、電話番号はお知らせできませんので、ご了承ください。 

3.本条第 1 項及び第 2項に反して行われた行為により生じた損害については、本事業所では責任を負

いかねます。 

4. 居宅においてペットを飼われている場合は、トラブル回避のため、訪問前にペット(犬、猫、鳥等)

を柵に入れる、別室に移すなど、配慮をお願い致します。なお、ペットにより本事業所の従業者の

生命、身体及び財産に損害が生じた場合には、第 15 条に基づき、お客様またはそのご家族等の介

護者は、相当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。 

5.第 3 条第 3号に規定のとおり、本サービス利用中に、お客様が病院または診療所に入院する必要が

生じた場合においては、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該入院先に伝えていただく必

要があるため、担当介護支援専門員の連絡先等について、介護保険被保険者証や健康保険証、お薬

手帳等と合わせて保管をお願い致します。 

 

第 8 条(従業者)  

1. 従業者とは、お客様に本サービスを提供する本事業所の職員であり、介護支援専門員(ケアマネジ

ャー)が該当します。  

2.お客様の担当になる介護支援専門員(担当の変更を含みます)の決定は、本事業所が行い、お客様が

介護支援専門員を指名することはできません。本事業所の都合により担当の介護支援専門員を変更

する場合は、お客様やそのご家族等に対し事前にご連絡をすると共に、サービス利用に関する不利

益が生じないよう十分に配慮します。 

 3.お客様が、担当の介護支援専門員の変更を希望する場合には、その変更希望理由(業務上不適当と判

断される事由)を明らかにして、事業所の管理者まで申し出てください。 



※業務上不適当と判断される事由がなき場合、変更を致しかねることがあります。  

4.本事業所は、お客様からの変更希望による変更も含め、介護支援専門員の変更により、お客様及び

そのご家族等の介護者に対して、サービス利用に関する不利益が生じないよう十分に配慮します。  

5.本事業所は、基準等に基づいて人員体制を整備し、お客様に対して本サービスを提供します。 

 

第 9 条(利用料金)  

1.本サービスの基本料金は次のとおりです(非課税となります)。なお、要介護認定を受けられた方

は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。 

    ※ 料金表については、「居宅介護支援サービスコード表」参照 

（１）別紙の金額は、本サービスの基本となる報酬単価です。 

1.取扱い件数 

指定居宅介護支援事業者におけるお客様の数に当該居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業

者から委託を受けた指定介護予防支援にかかわるお客様の数に 2 分の 1 を加えた数を当該指定居

宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数をいう)で除して得た数

をいいます。 

2.居宅介護支援費の割り当て 

居宅介護支援費（Ⅰ）については 

Ⅰⅰ、ⅠⅱまたはⅠⅲのお客様ごとの割り当てにあたっては、1件目から 44 件目(常勤換算方法

で 1 を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、45 にその数を乗じた数から 1 を減じた

件数まで)については居宅介護支援費Ⅰⅰを算定し、45 件目(常勤換算方法で 1を超える数の介護

支援専門員がいる場合にあっては、45 にその数を乗じた件数)以降については、取扱件数に応

じ、それぞれ居宅介護支援費ⅠⅱまたはⅠⅲを算定します。 

居宅介護支援費（Ⅱ）については 

一定の情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む。）の活用又は事務職員の配置を

行っている場合に算定します。 

なお、介護支援専門員 1 人当たりの取扱件数が 45 件以上である場合、45 件以上 60 件未満の部分

についてはⅡⅱを、60 件以上の部分についてはⅡⅲを算定します。 

（２）保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、1 ヶ月につき上記の料金をいただ

き、本事業所から「居宅介護支援提供証明書」を発行します。この「居宅介護支援提供証明書」



を後日お住まいの市区町村窓口に提出いただきますと、全額払い戻しを受けられます。 

2.本サービスにおける加算及びその該当条件は次のとおりです。 

 ※ 別紙参照 

 

<加算の算定要件> 

 (1)初回加算については、次に掲げるいずれかに該当している場合に、加算します。ただし、別に厚生

労働大臣が定める基準に該当する場合には加算しません。  

①新規に居宅サービス計画を作成するお客様に対し居宅介護支援を行った場合  

②要介護状態区分が 2区分以上変更となったお客様に対し居宅介護支援を行った場合 

③要支援者が要介護認定を受けた際に居宅介護支援を行った場合 

(2)特定事業所加算については、本事業所が別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合に加算 

します。  

(3)入院時情報連携加算については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合に、当該基準に定

める区分に従い 1 月に 1 回を限度として加算します。 

 (4)退院・退所加算については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合に、当該基準に掲げる

区分に従い、入院または入所期間中につき 1 回を限度として加算します。ただし、初回加算を算定

する場合は、退院・退所加算は算定しません。 

 (5)通院時情報連携加算については、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門

員が同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用

者に関する必要な情報提供を受けた上で、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行った場合につ

き利用者 1 人につき、1月に 1 回の算定を限度として加算します。 

(6)緊急時等居宅カンファレンス加算については、病院または診療所の求めにより、当該病院または診

療所の職員と共にお客様の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて当該居宅サービ

ス等の利用調整を行った場合に、1 月に 2 回を限度として加算します。 

(7)ターミナルケアマネジメント加算については、在宅でお亡くなりになったお客様(末期の悪性腫瘍

の場合に限る)に対して、本事業所が別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合に、お客様の

お亡くなりになった日及びお亡くなりになる前 14 日以内に 2 日以上、お客様またはご家族の同意

を得て、お客様の居宅を訪問し、お客様の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画

に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に加算されます。（ターミナルルケアを行った

後、24 時間以内に在宅外でお亡くなりになった場合も含む) 



(8)特別地域居宅介護支援加算については、本事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、本サ

ービスを提供した場合に加算します。 

(9) 中山間地域等における小規模事業所加算については、本事業所が別に厚生労働大臣が定めるに所

在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、本サービスを提供した場合に加算

します。 

(10) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算については、本事業所が別に厚生労働大臣が定

める地域に居住しているお客様に対して、通常の事業の実施地域を越えて本サービスを提供し

た場合に加算します。 

 

 3.本サービスにおける減算及びその該当条件は次のとおりです。(非課税となります) 

(1)運営基準減算 

本事業所が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として基本料金の

50%に相当する単位を基本料金から減算します。また、運営基準減算が 2 月以上継続している場

合には料金はいただきません。上記の厚生労働大臣が定める基準の内容は、以下のとおりです。 

○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 4 条第 2

項並びに第 13 条第 7 号、第 9 号から第 11 号まで、第 14 号及び第 15 号(これらの規定を同第 16

号において準用する場合を含む。)に定める規定に適合していないこと。  

 

(2)特定事業所集中減算 

本事業所が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事業所集中減算として、 1 月に

つき 2000 円を基本料金から減算します。 

※他、詳細については別紙参照。 

 

 

 

 

 

 

 



第 10 条(秘密保持及び個人情報の保護)  

1.本事業所及びその従業者は、業務上知り得たお客様及びそのご家族等の秘密及び個人情報等につい

て、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取扱い、関連機関等と連携を図る等正当な理由がある場合

以外には開示しません。 

 2.本事業所は、そのサービス提供上知り得たお客様及びそのご家族等の秘密及び個人情報等につい

て、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はも

とより退職後も同様とします。 

 3.本事業所及びその従業者は、必要な範囲においてお客様及びそのご家族等の個人情報を取扱い致し

ます。なお、お客様及びそのご家族等の個人情報の取扱いに関して、文書により別途同意を得るも

のとします。 

 4.前記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 条(サービス相談窓口、苦情受付窓口、及び対応の手順)  

1. 本事業所のお客様相談・苦情窓口は次の通りです。 

電話番号 0176-56-3722 

受付時間 午前 7時 50 分～午後 4 時 50 分 

受付日 年中（土曜日、日曜日、12/31～1/3 を除く） 

苦情受付担当者  梅津 将夫 

事業所内苦情解決責任者 梅津 将夫 

苦情解決責任者 米倉 俊男 

 

 

 



（１）苦情処理体制  

苦情処理フロー   

利用者  事業所職員 

 

 

 

※事業所の職員、管理者等での検討があれば、苦情処理委員会を組織しなくてもよい。 

 

 

 

 

 

 

（２）その他 

    当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の相談・苦情窓口等に苦

情を伝えることができます。 

相談・苦情窓口等 電話番号 

ア 東北町役場 高齢介護課 0176－56－2439 

イ 六戸町役場 福祉課 0176－55－4597 

ウ 三沢市役所 介護福祉課 0176－51－8773 

エ 十和田市役所 高齢介護課 0176－23－5111 

オ 七戸町役場 介護高齢課 0176－68－3500 

カ おいらせ町役場 介護福祉課 0178－56－4705 

キ 青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会） 017－723－1336 

ク 青森県運営適正化委員会 017－731－3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情受付担当  事業所の苦情処理検討委員会 

苦情処理委員会（第三者委員会） 

利用者 事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示 



2.本事業所は、お客様に対し、自ら提供した本サービス、及び自らが居宅サービス計画に位置つけた居

宅サービスにかかわる苦情を受付けた場合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。 

 (1)苦情の受付 

 (2)苦情内容の確認 

 (3)苦情解決責任者等への報告 

 (4)お客様への苦情解決に向けた対応の事前説明 

 (5)苦情の解決に向けた対応の実施 

 (6)再発防止、及び改善の実施 

 (7)お客様への苦情解決結果の説明 

 (8)苦情解決責任者等への最終報告 

 

第 12 条(事故発生時の連絡先、及び対応の手順) 

1.本サービス提供中に事故が発生した場合には、あらかじめ確認させていただくご家族の連絡先へ連

絡します。お客様及びそのご家族よりご連絡をいただく場合は、第 5 条第 1 項に記載されている本

事業所の連絡先までご連絡をお願い致します。 

 

 2.本事業所はお客様に対し、自ら提供した本サービスにより事故が発生した場合、基本手順に基づい

た対応を実施します。なお、当該事故の状況・内容及び結果については、本事業所が記録します。 

 (1)お客様の安全の確保 

 (2)事故発生状況・内容の確認 

(3)サービス事業所の責任者等への報告 

 (4)ご家族等・市区町村への連絡 

 (5)事故の解決に向けた対応の実施 

 (6)事故発生原因の解明、及び再発防止への措置 

 (7)お客様への、事故解決経過・結果の説明 

 (8)サービス事業所の責任者、市区町村等への最終報告 

 3.本サービスの提供により、お客様へ賠償すべき事故が発生した場合、第 15 条に基づいた対応を実施

します。 



第 13 条(損害賠償) 

 1.本事業所は、お客様に対する本サービスの提供にあたって、本事業所の責めに帰すべき事由により

お客様またはそのご家族等の生命、身体及び財産に損害を及ぼした場合には、相当範囲内において

その損害を賠償します。ただし、お客様またはそのご家族等に過失がある場合は、本事業所は賠償

責任を免除され、または賠償額を減額されることがあります。 

 2.物品の賠償にあたっては原状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家による修理または復

元を原則とします。 

 3.修理または復元が不可能な場合は、原則として購入時の価格ではなく時価(購入価格や使用年数・耐

用年数を考慮した額)をその賠償額範囲とします。そのため、購入から長年を経過した品物について

は、賠償を致しかねることがあります。 

 4.取り扱いに特別の注意が必要なもの等については、あらかじめご提示をお願いします。ご提示のな

い場合、賠償を致しかねることがあります。 

 5.お客様またはそのご家族等の介護者は、お客様またはそのご家族等の介護者の責めに帰すべき事由

により、本事業所の従業者の生命、身体及び財産に損害を及ぼした場合には、相当範囲内において

その損害賠償を請求される場合があります。 

第 14 条( 給付費の改定) 

厚生労働省が定める介護給付費(介護報酬)の改定があった場合、本事業所の料金体系は、厚生 労働省

が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。 

 

第 15 条(虐待の防止に関する措置) 

本事業所は、お客様の人権の擁護、虐待の防止のため、責任者を設置する等の必要な体制整備を行うと

ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

以上 



社会福祉法人優希会は、重要事項説明書に基づいて、文書の交付に加え口頭により、居宅介護支援の

サービス内容及び重要事項の説明を行いました。 

本書交付を証するため、本書を 2 通作成し、社会福祉法人優希会、お客様(またはその代理人)は、署

名捺 印の上、各 1 通を保管するものとします。 

 

令和    年    月    日 

 

事業所    

            所在地  青森県上北郡東北町大字大浦字唐虫沢 44 番 179 

            名 称  社会福祉法人優希会 

居宅介護支援センターみらい 

 

                 説明者氏名                梅津将夫          印 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、文書の交付に加え口頭により、居宅介護支援のサービス内容及び

重要事項の説明を受けました。その説明により、居宅サービス計画に位置づける指定居宅サービス事業

者について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること、当該事業所を居宅サービス計画に位

置づけた理由を求めることが可能であること、及びその他の重要事項について理解し、その内容につい

て同意のうえ、交付を受けました。 

 

令和    年    月    日 

 

利用者  住所                      ㊞ 

           

                      氏名                                                 印 

 

 

                （代理人） 住所                                                                        ｉあ 

 

                      氏名                                                 印 



 



 



 



 



 



 



 


